
 

令和４年度（一社）全国測量設計業協会連合会 

関東地区協議会及び東京地区協議会との意見交換会 

 
日 時：令和４年１０月２７日（木）１４：００～１５：３０ 

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館１４階災害対策本部室 

 

議 事 次 第 

 

司 会：関東地方整備局 企画部 

技術管理課 課長補佐 

 

   １．開  会                   ・・・14:00 

 

    ２．挨  拶                   ・・・14:00～14:10 

  （１）関東地方整備局 企画部長 

  （２）（一社）全国測量設計業協会連合会 関東地区協議会会長 

 

   ３．関東地方整備局からの説明事項         ・・・14:10～14:20 

  （１）令和４年度関東地方整備局の取り組みについて 技術管理課長 

  （２）測量業行政の現状について 建設産業第二課長 

 

    ４．意見・要望                  ・・・14:20～14:40 

    （１）入札契約制度について 

    （２）表彰制度について 

    （３）測量業務におけるＤＸの推進について 

 

                             

    ５．自由討議                   ・・・14:40～15:20 

 

 

    ６．閉  会                   ・・・15:20～15:30 

  （１）関東地方整備局 企画部 技術調整管理官 

  （２）（一社）全国測量設計業協会連合会 東京地区協議会副会長 



 

  

配 付 資 料 一 覧 

 

１）一般社団法人 全国測量設計業協会連合会 配布資料 

 ・意見交換会提案議題 

 

２）関東地方整備局 配布資料 

 ・関東地方整備局の取り組みについて       資料－１ 

 ・測量業行政の現状について         資料－２ 

 ・関東地方整備局 回答       資料－３ 

（参考資料あり） 
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令和４年度（一社）全国測量設計業協会連合会
関東地区協議会及び東京地区協議会との意見交換会

令和4年10月27日

■（一社）全国測量設計業協会連合会
■関東地方整備局

関東地区協議会

東京地区協議会



令和４年度（一社）全国測量設計業協会連合会関東地区協議会及び東京地区協議会との意見交換会（進行表）

令和４年１０月２７日（木）１４：００～１５：３０　於：さいたま新都心合同庁舎２号館　１４階　災害対策本部室

発言者 配付資料

14:00 開会 （進行：細田課長補佐）

～ 14:10 (10分) 挨拶 関東地方整備局 関東地整　小林企画部長

一般社団法人　全国測量設計業協会連合会 関東地区協議会 関東地区協議会　佐藤会長

14:10 ～ 14:10 (分) 出席者紹介 　※資料確認含む 出席者一覧・配席表

《情報提供》

14:10 ～ 14:20 (10分) 関東地方整備局の取組

令和４年度関東地方整備局の取り組みについて 企画部  後閑技術管理課長 資料－１

測量業行政の現状について 建政部　奥貫建設産業第二課長 資料－２

《意見交換》

　〔協会側テーマ〕

14:20 ～ 14:40 (20分)

　〔自由討議〕

14:40 ～ 15:20 (40分)

《閉会》

15:20 ～ 15:30 (10分) 挨拶 関東地方整備局 企画部　須藤技術調整管理官

一般社団法人　全国測量設計業協会連合会 東京地区協議会 東京地区協議会　松林副会長

１）人材確保・育成
２）熱中症対策に係る経費の計上
３）同一業務の複数個所の発注
４）発注時における業務実施条件の明確化
５）測量業務にかかる業務成績評定点の地方整備局等間の平準化

協会提案説明：
　１）関東地区協議会　堀江副会長
　２）関東地区協議会　及川理事
　３）関東地区協議会　千葉理事
　４）東京地区協議会　國方常務理事
　５）東京地区協議会　國方常務理事
回答：
　１）企画部　後閑技術管理課長
　２）企画部　後閑技術管理課長
　３）企画部　後閑技術管理課長
　４）企画部　後閑技術管理課長
　５）企画部　後閑技術管理課長

時　間 内　　容

１）入札参加要件において、地元業者を「本店」とする地理的条件設定の増加
及び三次元測量業務の地元業者の活用
２）測量業種の表彰受賞数
３）社会資本整備の高度化、効率化に向けたＤＸの推進とそのためのインフラ各
分野における三次元デジタルデータの整備促進

協会提案説明：
　１）関東地区協議会　嶋田副会長
　２）関東地区協議会　望月理事
　３）東京地区協議会　國方常務理事
回答：
　１）企画部　後閑技術管理課長
　２）企画部　後閑技術管理課長
　３）企画部　後閑技術管理課長

協会要望資料
資料－３
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令和４年度 全国測量設計業協会連合会意見交換会

国土交通省 関東地方整備局

関東地方整備局の取組みについて

令和４年１０月２７日

1

資料－１



1. 令和４年度 予算の概要

2. 令和４年度 入札・契約、総合評価の実施方針

3. ＢＩＭ／ＣＩＭ活用の取組推進について

4. 業務環境改善（ウィークリースタンス）

5. その他

・・P 3 

・・P 9

・・P17

P17

・・P27

・・P33

2

○「建設コンサルタント業務等における入札・契約、総合評価に関する運用ガイ
ドライン」（令和４年度版）（主な新規・変更点）

○分かりやすい「関東BIM/CIM活用（３次元データの作成・活用）ロードマップ」
を作成（R4.6.17記者発表）

○建設現場の遠隔臨場



１．令和４年度 予算の概要
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関東地方整備局の令和４年度予算

直轄事業費
４，５２８億円

[前年度比 1.01]

補助事業費
４，５９５億円

[前年度比 1.00]

道路 ２，５１６
[0.99]

治水 ８４７
[1.07]

港湾 ５６１
[0.96]

官庁営繕 １５３ [1.55] 

国営公園等 ７１ [1.20] 

都市水環境整備 ７６ [0.74]

空港 ２６９
[0.94]

海岸 ３５ [1.55]

市街地整備 １，６２８
[0.97]

住宅対策 ４０８
[0.84]

道路 １，８８２
[0.99]

治水 ３１１ [1.24]

港湾 １３３ [1.10]

下水道 ２０４
[1.22] 海岸 １０

[2.81]

○令和４年度の当初予算は1兆7,604億円（前年度比１．０３）

※ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、端数において合計とは一致しない場合がある。

（単位：億円） （単位：億円）

社会資本総合整備事業費
（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）

８，４８１億円
[前年度比 1.05]

国営公園等 １８
直轄 補助

※ [ 括弧書き ] は、対前年度比
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【参考】
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２．令和４年度 入札・契約、総合評価の実施方針

「建設コンサルタント業務等における
入札・契約、総合評価に関する

運用ガイドライン」（令和４年度版）
（主な新規・変更点）
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３．ＢＩＭ／ＣＩＭ活用の取組推進について

○分かりやすい「関東BIM/CIM活用
（３次元データの作成・活用）

ロードマップ」を作成
(R4.6.17記者発表）
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４．業務環境改善（ウィークリースタンス）
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【参考】設計業務等の業務環境改善（ウィークリースタンス）
＜関東地方整備局 事例＞

（１）取組内容
業務の実施にあたり、作業を依頼する場合は、適切な作業時間を設定するほか、以下の①～⑤の取組項目について
原則実施するものとし、その他の項目についても積極的に取り組むものとする。
【取組項目】
① 月曜日を依頼の期限日としない（マンデー・ノーピリオド）
② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける（ウェンズデー・ホーム）
③ 土・日曜に休暇が取れるように金曜日には依頼しない（フライデー・ノーリクエスト）
④ 昼休みや午後５時以降の打合せをしない（ランチタイム・オーバーファイブ・ノーミーティング）
⑤ 定時間際、定時後の依頼、打合せをしない（イブニング・ノーリクエスト）
⑥ 金曜日も定時の帰宅を心掛ける
⑦ その他、任意で設定する取組（受発注者で合意した事項）

（２）進め方
初回業務打合せ時に、取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ業務環境
改善様式【初回打合せ用】に記入し、打ち合わせ記録簿に添付する。

（３）実施結果のフォローアップ
受注者は、業務完了後２週間以内に取組項目の実施結果を記録した業務環境改善
様式【実施状況報告】を企画部技術管理課へ提出する。

● 令和3年度以降に契約した全ての業務(土木関係建設コンサルタント業務・測量業務・地質調査業務・発注者支援
業務等)を対象に、業務環境の改善に向けた取組を定めた実施要領を策定。

● 「マンデー・ノーピリオド」、「ウェンズデー・ホーム」及び「フライデー・ノーリクエスト」などの取組項目を原則実施し、業
務環境改善に努める。

【至急依頼：本日中】

定時退庁日に発注者から
仕事のメール・・・
帰りたいなぁ・・・

• やむを得ず受注者に業務指示を行う場合には、調査職員(監督職員)から管理技術者(主任技術者)に対して、作業内容とその理由を明確に指示すること。
• 災害時等の緊急事態対応については、取組の対象外とする。
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業務環境改善 実施要領（R3．3）
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国土交通省 関東地方整備局

測量業行政の現状について

資料－２

令和４年１０月２７日

令和４年度（一社）全国測量設計業協会連合会 関東地区協議会及び東京地区協議会との意見交換会
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１．測量業者の登録数 P 3

２．立入検査 P 5

３．登録申請 P 7



測量業者登録数（全国・関東）

3

関東地方整備局管内の測量
業者登録数は、令和３年度末
現在で3,403業者であり、全
国の約３割を占めている。

登録業者数は、平成15年度
をピークに減少傾向が続いて
おり、令和３年度末において
も、令和２年度末と比べ15業
者減少し、平成15年度末と比
べ785業者減少している。

１．測量業者の登録数

H１５ H２９ Ｈ３０ Ｒ１ R２ Ｒ３

全国 14,750 11,917 11,800 11,707 11,630 11,576

関東 4,188 3,481 3,436 3,444 3,418 3,403

前年比（関
東）

- ▲2 ▲45 8 ▲26 ▲15

H15比（関
東）

- - - - - ▲785
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		【建設関連業登録数】 ケンセツカンレンギョウトウロクスウ

		○測量 ソクリョウ

				H１５		Ｈ２９		Ｈ３０		R１		Ｒ２		Ｒ３				都県別登録業者数 トケンベツトウロクギョウシャスウ

		全国 ゼンコク		14,750		11,917		11,800		11,707		11,630		11,576				管内都県		Ｈ１５		Ｈ２６				Ｈ２７				Ｈ２８				Ｈ２９				Ｈ３０

		関東 カントウ		4,188		3,481		3,436		3,444		3,418		3,403						業者数 ギョウシャスウ		業者数 ギョウシャスウ		前年比 ゼンネンヒ		業者数 ギョウシャスウ		前年比 ゼンネンヒ		業者数 ギョウシャスウ		前年比 ゼンネンヒ		業者数 ギョウシャスウ		前年比 ゼンネンヒ		業者数 ギョウシャスウ		前年比 ゼンネンヒ		H15比 ヒ

		前年比（関東） ゼンネンヒカントウ		-		▲ 2		▲ 45		8		▲ 26		▲ 15				茨城県		373		350		10		355		5		357		2		359		2		353		▲ 6		▲ 20

		H15比（関東） ヒカントウ		-		-		-		-		-		▲ 785				栃木県		239		201		▲ 2		199		▲ 2		199		0		199		0		202		3		▲ 37

																		群馬県		254		185		▲ 3		176		▲ 9		174		▲ 2		175		1		174		▲ 1		▲ 80

																		埼玉県		458		401		2		408		7		411		3		408		▲ 3		403		▲ 5		▲ 55

																		千葉県		513		412		▲ 1		409		▲ 3		409		0		405		▲ 4		393		▲ 12		▲ 120

																		東京都		1,315		980		▲ 15		973		▲ 7		974		1		979		5		972		▲ 7		▲ 343

																		神奈川県		562		549		▲ 3		555		6		560		5		559		▲ 1		549		▲ 10		▲ 13

																		山梨県		151		134		3		133		▲ 1		133		0		132		▲ 1		131		▲ 1		▲ 20

																		長野県		323		273		▲ 3		270		▲ 3		266		▲ 4		265		▲ 1		259		▲ 6		▲ 64

																		合　　計		4,188		3,485		▲ 12		3,478		▲ 7		3,483		5		3,481		▲ 2		3,436		▲ 45		▲ 752

																		全国計		14,750		12,272		▲ 164		12,115		▲ 157		12,000		▲ 115		11,952		▲ 48		11,917		▲ 35		▲ 2,833





登録数

		



測量業者登録数





測量業者登録数（都県別）
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都県別の登録業者数では、東京都が令和３年度末現在で972業者で
あり、関東の約３割を占めている。

登録業者数の推移では、平成15年度以降各都県で減少傾向を示し
ており、令和２年度との比較では、関東地整管内でも、全体的に減
少した。関東地整管内でも17業者の増加に転じています。

都県別登録業者数

管内都県
Ｈ１５ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

業者数 業者数 前年比 業者数 前年比 業者数 前年比 業者数 前年比 業者数 前年比 H15比

茨城県 373 359 2 353 ▲ 6 353 0 342 ▲11 335 ▲ 7 ▲ 38

栃木県 239 199 0 202 3 204 2 203 ▲ 1 199 ▲ 4 0

群馬県 254 175 ▲ 2 174 ▲ 1 174 0 170 ▲ 4 168 ▲ 2 ▲ 86

埼玉県 458 408 ▲ 3 403 ▲ 5 405 2 398 ▲ 7 394 0 ▲ 64

千葉県 513 405 ▲ 4 393 ▲12 395 2 394 ▲ 1 394 0 ▲119

東京都 1,315 979 5 972 ▲ 7 974 2 975 1 972 ▲ 3 ▲343

神奈川県 562 559 ▲ 1 549 ▲10 548 ▲ 1 550 2 552 2 ▲ 10

山梨県 151 132 ▲ 1 131 ▲ 1 135 4 134 ▲ 1 132 ▲ 2 ▲ 19

長野県 323 265 ▲ 1 259 ▲ 6 256 ▲ 3 252 ▲ 4 257 5 ▲ 72

合 計 4,188 3,481 ▲ 2 3,436 ▲45 3,444 8 3,418 ▲26 3,403 ▲15 ▲785

全国計 14,750 11,917 ▲35 11,800 ▲117 11,707 ▲93 11,630 ▲77 11,576 ▲54 ▲ 3,174



立入検査の目的等

目的
・測量業の適正な運営の確保、測量法・関係法令の周知及び啓発
活動を目的として実施（平成21年度から）

主な検査内容
・執務環境（標識含む）、請負契約関係、測量士の常勤関係等
・立入検査で改善するべきことがあった場合は、是正指導を行う

5

【参考】測量法第５７条の３
国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、

測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報
告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類
その他の物件を検査させることができる。

２．立入検査



立入検査結果について

【立入検査で確認された主な事例】

○登録役員の変更や誓約測量士の変更手続きをしていない

○財務報告書の提出がなかった

○登録標識が掲示されていない

○営業所の所在地の変更手続きをしていない

6



３．登録申請

○ 役員変更にかかる申請漏れ

○ 財務に関する報告書の未提出

○ 誓約測量士の常勤性に疑義がある

○ 誓約測量士の重複

7

登録申請における主な指摘事項

現在紙によって行われている申請や届出などの手続を、インターネット(e-Gov)を利用して
会社のパソコンを使って行えるようになります。

新システムの運用開始（予定：令和４年１１月１日～）

記名押印、署名の廃止（令和３年１月１日施行）

＜改正点＞

国民や民間事業者等に対して記名押印、署名等を求めている手続きについて、押印等を不要
とするための規定（様式を含む）の見直しを実施



令和４年１０月２７日 

 

（一社）全国測量設計業協会連合会 

関東地区協議会 

東京地区協議会 

 

 

令和４年度関東地方整備局との意見交換 

《意見・要望》 

１ 入札参加要件において、地元業者を「本店」とする地理的条件設定の 

増加及び三次元測量業務の地元業者の活用 

昨年も、意見交換会において提案させていただいた「一定地域内の地元業

者を「本店」とする要件設定」につきましては、速やかなご対応・ご配慮感

謝申し上げます。しかしながら、その件数・割合とも未だ少なく、地元業者

の活躍の場が少ない状況です。 

令和元年に改正された品確法では、「測量・調査・設計」も本法律の対象

として位置付けられ、我々協会員一同は、「地域における災害対応の担い手

の育成･確保」、「災害復旧の迅速かつ円滑な実施のための体制整備」、「働き

方改革」等に積極的に尽力したいとより意を強くしているところです。 

当協会の会員は、国土交通省の各機関や各県との災害協定に基づき、災害

発生時には、直ちに現地に入り、迅速な調査を実施し、早期復旧に向けた大

きな役割を果たしていると自負しているとともに、日頃より、測量に関する

講習会や研修会を開催し、知識の習得と技術の研鑽により、成果品の品質確

保向上にも努めております。 

これら災害への対応はもとより、業務の遂行には、優れた技術者の確保や

継続教育の実施が必要不可欠であり、協会員は、人材の確保・育成にも最大

限取り組んでいるところです。 

また、急速に普及するＵＡＶを用いた地上型レーザースキャナ測量業務に

も対応可能な、機器の保有と合わせて測量計測技術に精通する地元業者も増

えております。 

今後、より頻発・激甚化する自然災害に対する国土強靱化の基本目標であ

る「安全・安心な国土・地域・経済社会の構築」には、我々地元業者の存

在・役割は極めて重要であると考えます。 

つきましては、入札参加要件は、地理的条件（本店縛り）を基本とし、実績



要件には同種業務と同様に類似業務でも積極的に指名していただく等、地元

業者の受注機会の拡大ができますよう要望いたします。 
 

 

２ 測量業種の表彰受賞数 

現在、建設コンサルタント業と測量業は同じ表彰選考枠に属していると理

解しております。両者の表彰の数は、建設コンサルタントが非常に多い状況

になっています。これは発注数が異なることも要因の一つと考えられます

が、測量には公共測量作業規程があり、測量手法及び成果形式が規定されて

いることの他、最も上流側の作業であるため下流側作業での利用性や、長年

蓄積されてきた情報との整合性、利用性、比較性なども考慮する必要があ

り、新技術や新形式への挑戦はなかなか難しいところがあります。他方コン

サルタント業には結構自由度があると認識していいます。この違いによりコ

ンサルタント業種では、構想力・応用力・知識を生かせる提案型の業務とす

ることが可能となり、高評価を得られる機会が多いと推察しています。（別

添発注方式選定表参照） 

私たち測量技術者もより良い成果を提供しようと、日々努力しておりま

す。努力した技術者に表彰の栄誉を与えることが、職務意欲の向上になり、

さらに良質な成果の提供に結び付くものと考えます。またこれが若年職員の

目標ともなり、技術者不足の一助にもなると考えます。 

ぜひ建設コンサルタント業種と表彰選考枠を分けるなどを考慮していただ

き、測量業種の表彰数も一定数増やしていただくことを意見として申し上げ

ます。 

 

 

３ 社会資本整備の高度化、効率化に向けたＤＸの推進とそのためのインフラ 

各分野における三次元デジタルデータの整備促進 

我が国の社会資本整備においては、三次元デジタル技術に基づいた建設・

維持管理の体系に急速に移行しつつあるところです。 

国土交通省においては、令和２年７月に「国土交通省インフラ分野のＤＸ

推進本部」を設置され、検討を続けられた結果、今年３月には「インフラ分

野のＤＸアクションプラン」を策定されました。 

関東地方整備局においても、各分野の業務の自動化、高度化、効率化を目

指し、昨年７月に「関東地方整備局インフラＤＸ推進本部会議」を立ち上げ

られ、令和７年度末を目標とする各業務分野のＤＸ推進に向けたロードマッ

プの策定とそれに基づく施策に取組んでおられるところです。 

なかでも近年地球温暖化の伴う水災害の多発化、激甚化が顕著な河川分野

においては、令和７年度管内全管理河川における運用開始を目指して３次元

河川管内図のプラットフォームの構築を進めておられます。 



また、道路分野においても、道路管理に必要な各種データを一元的に蓄積

し処理するＧＩＳプラットフォームの構築を順次進めておられるところで

す。 

これらの施策の継続的な運用においては、継続的、網羅的で高精度の三次

元デジタルデータの取得が必要です。 

私共、管内の測量設計業者は、三次元デジタル技術の活用にこれまでも積

極的に取組んできており、技術の蓄積、技術の研鑽にも努めてきたところで

す。 

このため、インフラ分野のＤＸ推進のより一層の促進に向けた取組強化と

必要となる三次元デジタルデータ整備の業務の管内測量設計業者への発注を

要望いたします。 

また、近年の災害の広域化の傾向を踏まえると、河川・道路の三次元点群

データの整備は対象となる河川・道路の周辺の地域も含めた範囲で行うこと

が望ましいものと考えますので、その点についてもご配慮くださるようお願

いいたします。 

 

  



《自由討議》 

１ 人材確保・育成 

測量設計業界では、若手入職者の減少や経験豊富な世代の引退等に伴い、

次代を支える担い手の確保・育成が喫緊の課題となっております。 

社会資本整備の上流部に位置する測量設計業は、災害時などにおける迅速

な対応を担うためには、いざというときに備えて、熟練した人材や測量機器

等の維持・向上を図っていかなければならず、そのために必要な業務量の確

保が不可欠であります。 

つきましては、今後とも、地域の安全・安心を支える社会資本整備の推進

に寄与していくため、次代を担う技術者が夢と希望をもって測量設計業に従

事し、真に地域を守っている地元業者が、安定的、継続的に業を営めるよ

う、地域要件設定発注業務の増加などによる業務量の安定的かつ持続的な確

保が図られるような業務発注とともに、更なる労務単価の引き上げ、そして

低入札調査基準価格の見直しにご配慮いただきますようお願いいたします。 

 

 

２ 熱中症対策に係る経費の計上 

近年、地球温暖化や都市部のヒートアイランド現象により真夏日（最高気

温 30℃以上）・猛暑日（最高気温 35℃以上）が増加傾向にあります。 

日本有数の「暑い県」である埼玉県での真夏日は、1980年代後半以前は

50日前後で推移していましたが近年では 60 日前後。さらに危険な暑さであ

る猛暑日につきましては、1970年以前は 5日ほどであった日数が、現在では

20日前後と急激な増加を見せています。（熊谷地方気象台データより） 

関東地方整備局では近年の夏季における猛暑日など気候状況を考慮し、令

和元年 6月 28日から工事現場の熱中症対策に係る経費に関して「現場管理

費率補正」を試行しています。 

埼玉県では令和元年 8月の通知により、上記関東地方整備局の試行を準用

し、「熱中症対策に資する現場管理費補正」の試行を工事で開始いたしまし

た。 

外業が伴います測量業務におきましても、「労災防止」の観点より、是非

この制度を適用していただきたく存じます。 

 

 

３ 同一業務の複数箇所の発注 

用地測量の現地踏査において、一箇所の作業現場でも複数の作業現場でも



積算は 1業務となっていることが多く見受けられます。作業現場が複数にな

る場合は、現地条件が異なるため立入りや安全対策等の計画も異なりますの

で、箇所ごとに踏査を実施します。したがいまして、現地踏査を箇所ごとに

計上していただけるよう要望いたします。 

また、現地測量において複数の現場がある場合、各現場数量を合計して算

出していることが見受けられます。例えば、1箇所 1.0ｋ㎡の金額と 1箇所

0.1k㎡で 10現場では最終金額が大きく異なります（１箇所 1.0ｋ㎡の方が

安くなります）。複数の現場の場合、計画、移動、作図、成果まとめを複数

回実施するため確実に人工がかかりますので、個所ごとに作業計画を計上し

ていただけるよう要望いたします。 

 

 

４ 発注時における業務実施条件の明確化 

関東地方整備局発注の業務を受注した会員企業から、初回打合せの際に、

発注時の提示条件以外の業務内容や工程上の条件の提示がなされる場合があ

るとの声があります。 

業務発注の掲示から入札手続きを経て契約後の初回打合せまでに２ヵ月程

度の時間経過があることから、その間に当該業務を巡る状況に変化が生じる

ことはあるものと理解していますが、企業側では当初の掲示時点での業務実

施条件を前提に、社内の既受注業務も含めた全体の業務実施体制や業務スケ

ジュールを調整していることから、できるだけ当初掲示時点で業務実施条件

を明確化して下さるよう要望いたします。 

また、掲示時点で業務量や工程上の不確定要因が想定される場合には、そ

の不確定要因についてもできるだけ入札説明書等において説明されるよう要

望いたします。 

掲示時点と業務実施条件に変化が生じたことが明らかになった場合には、

数量や工期について新たな現場条件に適したものに変更することについても

柔軟に検討くださるよう要望いたします。 

 

 

５ 測量業務にかかる業務成績評点の地方整備局等間の平準化 

関東地方整備局発注の総合評価落札方式の業務にかかる業務成績評点の評

価基準については、令和３年８月以降、全国統一的な評価、技術力による選

定を行う趣旨の下、全国の国交省等発注業務の平均成績評定によることとさ

れました。 

これに対し、関東地方整備局以外の地方整備局等からも業務を受注してい

る企業から、関東地方整備局の業務成績評点は他の地方整備局等のそれと比

べ評価が厳しいと実感している、との声が上がっています。 



関東地方整備局の令和４年度入札・契約、総合評価の実施方針の説明資料

によると、関東地方整備局発注の測量業務の業務成績評点の平均値は平成２

３年度以降年々上昇し、令和２年度の平均値は 77.7点になっており、全国

統一的な評価、技術力による選定に向けて対応を進めてこられたことも反映

された結果と理解いたしますが、上記のような受注企業の声にも耳を傾けて

いただき、引き続き他の地方整備局等との業務成績評点のレベル合わせに努

めてくださるよう要望いたします。 

 

 

 



項目 要　　　望 回　　　　　答 備考

１
　
入
札
参
加
要
件
に
お
い
て

、
地
元
業
者
を
「

本
店

」
と
す

る
地
理
的
条
件
設
定
の
増
加
及
び
３
次
元
測
量
業
務
の
地
元
業

者
の
活
用

　昨年も、意見交換会において提案させていただいた「一定地域内の地元業者を「本店」とする要件設定」につきましては、速
やかなご対応・ご配慮感謝申し上げます。しかしながら、その件数・割合とも未だ少なく、地元業者の活躍の場が少ない状況
です。

　令和元年に改正された品確法では、「測量・調査・設計」も本法律の対象として位置付けられ、我々協会員一同は、「地域に
おける災害対応の担い手の育成･確保」、「災害復旧の迅速かつ円滑な実施のための体制整備」、「働き方改革」等に積極的
に尽力したいとより意を強くしているところです。

　当協会の会員は、国土交通省の各機関や各県との災害協定に基づき、災害発生時には、直ちに現地に入り、迅速な調査
を実施し、早期復旧に向けた大きな役割を果たしていると自負しているとともに、日頃より、測量に関する講習会や研修会を開
催し、知識の習得と技術の研鑽により、成果品の品質確保向上にも努めております。

　これら災害への対応はもとより、業務の遂行には、優れた技術者の確保や継続教育の実施が必要不可欠であり、協会員
は、人材の確保・育成にも最大限取り組んでいるところです。

　また、急速に普及するＵＡＶを用いた地上型レーザースキャナ測量業務にも対応可能な、機器の保有と合わせて測量計測
技術に精通する地元業者も増えております。

　今後、より頻発・激甚化する自然災害に対する国土強靱化の基本目標とである「安全・安心な国土・地域・経済社会の構築」
には、我々地元業者の存在・役割は極めて重要であると考えます。

　つきましては、入札参加要件は、地理的条件（本店縛り）を基本とし、実績要件には同種業務と同様に類似業務でも積極的
に指名していただく等、地元業者の受注機会の拡大ができますよう要望いたします。

災害対応を含む、地域における社会資本を支える担い手確保・育成等の観点から、発注する都県の地域内における企業の
「本店、支店又は営業所」の有無を参加要件とする「地域要件の設定」を試行的に実施しています。

発注する都県の地域内に「本店」を有することを参加要件とする、いわゆる「本店しばり」は、十分な競争性の確保、業務特性・
内容、業務規模等を勘案のうえ、測量業務については、総合評価落札方式（簡易型）で発注する現地作業を含む業務には原
則として適用しているところですが、競争性（競争参加可能者数）が十分確保されるよう設定を行い、発注しています。

令和３年度　実績　　測量業務契約件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２１１件
　　　　　　　211件のうち、「本店しばり」及び「本店、支店または営業所しばり」発注件数　１５６件（７４％）（156/211）
　　　　　　　211件のうち、本店における受注件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１３６件（６４％）（136/211）
　

引き続き、事業促進に向け、地域における社会資本を支える担い手確保・育成等の観点から試行を実施していきます。

資料－３参
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　現在、建設コンサルタント業と測量業は同じ表彰選考枠に属していると理解しております。両者の表彰の数は、建設コンサル
タントが非常に多い状況になっています。これは発注数が異なることも要因の一つと考えられますが、測量には公共測量作業
規程があり、測量手法及び成果形式が規定されていることの他、最も上流側の作業であるため下流側作業での利用性や、長
年蓄積されてきた情報との整合性、利用性、比較性なども考慮する必要があり、新技術や新形式への挑戦はなかなか難しい
ところがあります。他方コンサルタント業には結構自由度があると認識していいます。この違いによりコンサルタント業種では、
構想力・応用力・知識を生かせる提案型の業務とすることが可能となり、高評価を得られる機会が多いと推察しています。（別
添発注方式選定表参照）

　私たち測量技術者もより良い成果を提供しようと、日々努力しております。努力した技術者に表彰の栄誉を与えることが、職
務意欲の向上になり、さらに良質な成果の提供に結び付くものと考えます。またこれが若年職員の目標ともなり、技術者不足
の一助にもなると考えます。

　ぜひ建設コンサルタント業種と表彰選考枠を分けるなどを考慮していただき、測量業種の表彰数も一定数増やしていただく
ことを意見として申し上げます。

　優良業務の選定に当たっては、従前より、業務区分（測量、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コ
ンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務）毎に表彰枠を設け選定を行っているところです。

　なお、今年度（令和3年度完了業務）の優良業務における局長表彰件数は次のとおりです。（港湾空港関係を除きます。）

　　・測量（10件）
　　・土木関係建設コンサルタント業務（46件）
　　・地質調査業務（3件）
　　・補償関係コンサルタント業務（5件）
　　・建築関係建設コンサルタント業務（1件）

　引き続き、業務区分毎に表彰枠を設け、優良業務を選定して参ります。
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　我が国の社会資本整備においては、三次元デジタル技術に基づいた建設・維持管理の体系に急速に移行しつつあるところ
です。

　国土交通省においては、令和２年７月に「国土交通省インフラ分野のＤＸ推進本部」を設置され、検討を続けられた結果、今
年３月には「インフラ分野のＤＸアクションプラン」を策定されました。

　関東地方整備局においても、各分野の業務の自動化、高度化、効率化を目指し、昨年７月に「関東地方整備局インフラＤＸ
推進本部会議」を立ち上げられ、令和７年度末を目標とする各業務分野のＤＸ推進に向けたロードマップの策定とそれに基づ
く施策に取組んでおられるところです。

　なかでも近年地球温暖化の伴う水災害の多発化、激甚化が顕著な河川分野においては、令和７年度管内全管理河川にお
ける運用開始を目指して３次元河川管内図のプラットフォームの構築を進めておられます。

　また、道路分野においても、道路管理に必要な各種データを一元的に蓄積し処理するＧＩＳプラットフォームの構築を順次進
めておられるところです。

　これらの施策の継続的な運用においては、継続的、網羅的で高精度の三次元デジタルデータの取得が必要です。

　私共、管内の測量設計業者は、三次元デジタル技術の活用にこれまでも積極的に取組んできており、技術の蓄積、技術の
研鑽にも努めてきたところです。

　このため、インフラ分野のＤＸ推進のより一層の促進に向けた取組強化と必要となる三次元デジタルデータ整備の業務の管
内測量設計業者への発注を要望いたします。

　また、近年の災害の広域化の傾向を踏まえると、河川・道路の三次元点群データの整備は対象となる河川・道路の周辺の
地域も含めた範囲で行うことが望ましいものと考えますので、その点についてもご配慮くださるようお願いいたします。

　関東地方整備局では、急速なデジタル化や新たな働き方への転換などを背景に、インフラ分野におけるデジタルデータと情
報技術を活用したＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を推進するため、令和３年７月に「関東地方整備局インフラＤＸ推進
本部」を設置しました。

　令和３年10月には、関東地方整備局の各部局におけるインフラ分野のＤＸ推進に向けた目標と具体的な取組を示したロード
マップを策定し、ＡＩやデジタルデータ、情報技術等を活用した取組を行うことで、｢建設現場の生産性向上｣、｢働き方改革｣を
推進しているところです。

　また、令和４年６月に公表しました「関東ＢＩＭ/ＣＩＭ活用（３次元データの作成・活用）ロードマップ」において、事業の初期段
階からBIM/CIMを活用することで、受発注者双方の業務効率化・高度化が図られることから、測量・地質調査段階から３次元
データの作成・活用を行うことを位置付けております。

　河川事業におきましては、令和７年度管内全管理河川における運用開始を目指して三次元河川管内図を基図としたプラット
フォームを構築を進めており、その上で、三次元データを取得・蓄積することは重要と認識しています。

　道路事業におきましては、改築事業等において、事業プロセスの上流段階からBIM/CIMを活用することとし、測量について
も、三次元データによる測量を行うこととなっております。

　また、三次元データによる測量につきましては、十分な競争性の確保、業務特性・内容、業務規模等を勘案のうえ、競争性
（競争参加可能者数）が十分確保されるよう設定を行うとともに、適切な測量範囲にて発注をして参ります。

資料－１
p18-26

令和４年度　（一社）全国測量設計業協会連合会関東地区協議会及び東京地区協議会との意見交換会　関東地方整備局　回答

《意見・要望》
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資料－３参考資料令和４年度 全国測量設計業協会連合会 意見交換会

国土交通省 関東地方整備局

令和４年１０月２７日
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１．建設コンサルタント業務等の契約状況



（単位：件）

件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

931 66.3% 952 67.2% 986 65.6% 928 66.2% 982 66.9% 956 66.5%

 発注者支援 261 18.6% 270 19.2% 237 15.8% 279 19.9% 263 17.9% 262 18.2%

 土木コンサル 670 47.7% 682 48.1% 749 49.9% 649 46.3% 719 49.0% 694 48.3%

217 15.5% 216 15.2% 261 17.4% 204 14.6% 199 13.6% 219 15.2%

63 4.5% 69 4.9% 74 4.9% 65 4.6% 82 5.6% 71 4.9%

59 4.2% 42 3.0% 49 3.3% 57 4.1% 42 2.9% 50 3.5%

134 9.5% 137 9.7% 132 8.8% 147 10.5% 162 11.0% 142 9.9%

1,404 100% 1,416 100% 1,502 100% 1,401 100% 1,467 100% 1,438 100%

（単位：百万円）

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

38,499 80.5% 42,374 81.4% 46,314 78.4% 48,723 80.3% 53,547 79.5% 45,891 79.9%

 発注者支援 15,703 32.8% 19,312 37.1% 15,405 26.1% 20,399 33.6% 20,091 29.8% 18,182 31.7%

 土木コンサル 22,796 47.7% 23,062 44.3% 30,909 52.3% 28,324 46.7% 33,456 49.7% 27,709 48.3%

4,215 8.8% 4,561 8.8% 6,547 11.2% 5,702 9.4% 6,408 9.5% 5,487 9.6%

1,443 3.0% 1,562 3.0% 1,900 3.2% 1,736 2.9% 2,523 3.7% 1,833 3.2%

815 1.7% 619 1.2% 1,315 2.2% 1,270 2.1% 698 1.0% 943 1.6%

2,882 6.0% 2,911 5.6% 3,013 5.1% 3,258 5.4% 4,177 6.2% 3,248 5.7%

47,854 100% 52,027 100% 59,089 100% 60,689 100% 67,353 100% 57,402 100%

R３年度R２年度

 建　築

 補　償

計

 補　償

計

金　額
 土　木

 測　量

 地　質

 建　築

平　　均

件　数
 土　木

 測　量

 地　質

H29年度年　度 H30年度 R1年度

■契約状況（業種別：Ｈ２９年度～R３年度）

※予定価格１００万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。

発注者支援
17.9%

測量
13.6%

土木コン
49.7%発注者支援

29.8%

測量
9.5%

地質
5.6%

建築2.9%

地質3.7%

建築1.0%

補償
6.2%

補償
11.0%

H29年度以降の業種別の契約状況について、契約件数は横ばいであるが、契約金額は増加傾向。（1.41倍）

（Ｒ３．１２月末現在）

建設コンサルタント業務等の契約状況（５業種）

4



54.5%

0.0% 1.0% 9.8%
21.4%

1.9%

16.2%

0.0%
0.0% 4.9%

0.0%

3.1%

0.3%

57.4%
0.0%

0.0%
2.4%

6.8%

28.7%
42.6%

98.4%
82.9% 61.9% 88.3%

0.3% 0.0% 0.5% 2.4%
14.3% 0.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

土木コン 発注者支援 測量 地質 建築コン 補償コン

■業種区分別 契約方式別 契約件数割合（R３年度）

簡易型
（１：１）

標準型
（１：２）

標準型
（１：３）

価格競争

随意契約

プロポ

※予定価格１００万円未満の少額随契及び単価契約を除く。港湾空港を除く。

151件）

（112件）

（196件）

（8件）

（6件）

（26件）

（1件）

（143件）（68件）

（9件）

（206件）

（117件）

（392件）

（2件） （4件）

（2件） （2件）

令和３年度の業種別・契約方式別の契約状況ついて、大きな変化はみられない。

建設コンサルタント業務等の契約状況（５業種）

（Ｒ３．１２月末現在）

（1件）

（3件）
（5件）

（11件）

0.2%
（2件）

5



0 0 1 3 3 20 2 0 0 2 0

232
212 212

242

198 196

0.0

0.0

2.0

3.3

3.0

3.7

0.0

6.0

0.0 0.0

4.0

0.0

8.9 8.6
8.1

9.2

6.8

6.3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-10

-5

0

5

10

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
簡易型（１：１）標準型（１：３）プロポ

（平均入札参加者数） （発注件数）

※港湾空港は除く
※予定価格１００万円未満の少額随契及び単価契約を除く

プロポ：三次元管内図作成業務、車両センシング装置によるデータ取得及び活用検討業務など

建設コンサルタント業務等の契約状況（測量）

Ｒ３．１２月末現在）

■契約方式別－測量業務－平均入札参加者数については、横ばいで推移している。
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平均業務成績は、総合評価落札方式の本格導入後、上昇傾向である。
業務成績が６０点未満の件数は、平成２０年度より減少し、平成２６年度からは発生していない。

■平成21～令和２年度完了業務（３業種）

※１ 港湾空港関係を除く。
※２ 予定価格１００万円未満の少額随契、緊急随意契約及び単価契約を除く。
※３ 業務成績が６０点未満の件数は業種毎に棒グラフで表示している。

業種区分毎の平均業務成績】 【低評価業務の発生件数】（業務成績６０点未満）

土木コン

測 量

地 質

業務成績評定点（業種別平均点）の推移

（Ｒ３．１２月末現在）
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２．令和４年度入札・契約、総合評価の実施方針
（案）

〔コンサルタント業務〕

令和４年度の実施方針（案）
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令和４年度 入札・契約、総合評価の実施方針（案）

資料２－２

〔コンサルタント業務〕

令和４年３月

国土交通省 関東地方整備局

令和４年度の実施方針（案）
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新規 テレビ会議システムを活用したヒアリングの実施（試行）【R4.4～】
見直し 建築関係コンサルタント業務の評価見直し【R4.4～】

３．令和４年度 入札・契約手続きの実施方針＜継続項目＞ ・・・・・・・ 15
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プロポ 総合評価（標準型） 総合評価（簡易型）

比較的規模が小※１ 必要に応じて実施

その他 ×

比較的規模が小※１ 積極的に実施

その他 ×

※１　：　概ね1,500万円以下が目安

プロポ 総合評価（標準型） 総合評価（簡易型） プロポ 総合評価（標準型） 総合評価（簡易型）※２ 総合評価（簡易型）※３

比較的規模が小※１ 必要に応じて実施 必要に応じて実施 必要に応じて実施

その他 × × ×

比較的規模が小※１ 積極的に実施 積極的に実施

その他 × ×

※１　：　概ね1,500万円以下が目安 ▲

※２　：　概ね上図（発注方式事例）の①が適用される業務 今回見直し（拡充）

※３　：　概ね上図（発注方式事例）の②が適用される業務

測量

見
直
し

（
拡
充

）
前

見
直
し

（
拡
充

）
後

××× ×

×

現場なし

現場あり

現場なし

現場あり

土木コンサル、測量、地質調査、補償コンサル

土木コンサル、測量、地質調査、補償コンサル

×

▼

原則適用

【趣旨】地域企業の育成、確保

【対象】総合評価落札方式を採用し「地域要件」を設定する業務（本店縛りは簡易型が対象）

【概要】「測量業務」の「本店縛り」の適用対象を、「“簡易型”で発注する業務※（現地作業あり）」に拡充（原則）
※：下図（発注方式事例）②の範囲に該当する業務（業務内容等を勘案し、地域要件設定が適さない場合を除く）

①
②

1-⑥【継続】 適切な地域要件の設定（一部拡充）【R2.8～】

発注方式事例地域要件・本店縛り
○一定地域内における企業の「本店、支店又は営業所」の有無を評価する「地域要件の設定」を試行中

（業務の特性、内容等を勘案するとともに、十分な競争性（業務実施可能者数）が確保されるよう設定）
○本店縛りでは、一定地域内における企業の「本店」の有無を評価
○本店縛りは、これまで簡易型発注で比較的規模が小さい業務に適用していたが、Ｒ２年度からは、

測量業務については、規模にかかわらず、右図（発注方式事例）②の範囲に該当する業務に原則適用

① ②

現在試行中 11
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◎発注方式事例における試行対象業務 凡例 ○：適用
×：適用しない

現地作業
あり

現地作業
なし

各種台帳作成②【地形測量を主とするもの】 〇 × ➢道路台帳図で交通規制が困難な路線など、MMSを利用する事例

復旧測量 〇 ×

水文観測③【標準的な観測手法によるもの】 〇 ×

× ➢砂防業務など、現地作業が困難な箇所を航空レーザ・UAV・地上レーザを利用する事例

× ➢i-constructionの一環として3次元データ取得が必要な事例

水準測量 〇 ×

定期縦横断測量 〇 ×
➢河川縦横断測量など、航空レーザ測深機を利用する事例（河川定期縦横断測量業務実施要領に準
拠）

地図編集 × ×
➢i-constructionの一環として2次元地図→3次元地図として作成する事例

（設計用数値地形図データ作成仕様に準拠）

既成図数値化 × × ➢GIS等で活用される地図データベースを作成する事例（独自のレイヤ設定や作成手法）

× ➢交通規制が困難な路線など、MMSを利用する事例

× ➢現地作業が困難な箇所など、地上レーザを利用する事例

基準点測量 〇 ×

河川測量 〇 ×
➢河川縦横断測量など、航空レーザ測深機を利用する事例（河川定期縦横断測量業務実施要領に準
拠）

用地測量 〇 ×

地籍測量②【国土調査法第10条2項による作業を除く】 〇 ×
➢山村部の地籍測量など航空写真測量や航空レーザ測量を利用する事例

（リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアルに準拠）

× ➢急流部や深度が深い箇所など、ロッド・レッド手法が困難で音響測深機を利用する事例

× ➢面的に3次元データを必要とする事例

一筆調査（Ｅ工程） 〇 ×

対象
発注方式事例　簡易型（1:1） 下記に該当する業務は対象外

（実績を有する企業が複数あり、十分な競争性を確保できる場合は対象とすることも可）

現地測量【地形測量】

路線測量

深浅測量②【標準的なもの】

〇

〇

〇

1-⑥【継続】 適切な地域要件の設定（一部拡充）【R2.8～】
【参考】 令和２年度実施方針より抜粋

12



参考：標準的な業務内容に応じた発注方式事例

■測量業務の場合

【参考】関東地方整備局 建設コンサルタント業務等における入札・契約、総合評価に関する運用ガイドライン
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000707700.pdf
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